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議議議議        事事事事        録録録録    会議の名称 令和 5年 愛荘町教育委員会 第 3回定例会 開催日時 令和 5年 3月 14日（火）午後 3時 00 分 開催場所 秦荘庁舎 2階 大会議室 出席者 【教育長】徳田寿 【教育委員】4名 森秀昭、松浦延代、中村由香里、黒川泰守 【事 務 局】6名 教育次長     上林市治  学校教育担当課長 山川剛 図書館長     三浦寛二  歴史博物館館長  下村今日子 給食センター所長 阪本崇   教育振興課係長  久保泰代  【傍 聴 人】0名  議事日程 日程第1 議案第5号 愛荘町個人情報保護条例の施行に関する教育委員会規則を廃止する規則について 日程第2 議案第6号 愛荘町教育委員会個人情報保護事務取扱要領を廃止する訓令について 日程第 3 議案第 7 号 愛荘町適応指導教室設置運営要綱の一部を改正する告示について 日程第 4 議案第 8 号 愛荘町適応指導教室指導員設置要綱の一部を改正する告示について 日程第 5  議案第 9 号 愛荘町公立学校職員服務規程の一部を改正する訓令について 日程第6  議案第10号  愛荘町立学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則につい                                    て 日程第 7  議案第 11 号 愛荘町みんなで築く生涯学習のまちづくり補助金交付要綱一部を改正する告示について 日程第 8  議案第 12 号 学校（園）医・歯科医・薬剤師の委嘱について 日程第 9  承認第 7 号 区域外就学の専決処分につき承認を求めることについて 日程第 10 承認第 8 号 学区外就学の専決処分につき承認を求めることについて 日程第 11 承認第 9 号 要保護準要保護児童生徒の認定の専決処分につき承認を求めることについて 作成者 教育振興課 久保 泰代   教育次長   教育長   
午後 3時 00 分開会  ただいまから令和 5 年第 3 回教育委員会定例会を開催させていただきます。開会にあたりまして教育長ご挨拶をお願いします。  皆様こんにちは。いよいよ卒業・卒園シーズンとなりました。本日は午前中、両中学校の卒業式にご臨席賜り、誠にありがとうございました。私は松浦委員と中村委員と共に愛知中学校の卒業式に出席いたしましたが、大変厳粛な式であったと思
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                          教育次長   教育長       各委員  

います。また感動的な場面もたくさんありました。中でも中学 2 年生 3 年生のリーダーが送辞と答辞のスピーチをしましたがその内容も話しぶりも大変堂々としていてりーダ―にふさわしい子だなということで大変頼もしく思ったところです。中学校を巣立つ子どもたちがこれまでの学びをベースに自身の夢や目標に向かってさらに大きく成長してくれることを祈るばかりです。また過日 3 月 4 日の愛知中学校竣工式にもお世話になりありがとうございました。 さて、新型コロナ対応については、今週からマスクの取り扱いを中心に大きくコロナ前に舵を切り始めています。今後教育行政各般において、ビフォーコロナ、アフターコロナそれぞれ入り交じりながら、新たな方向性も含め、先を見据え柔軟に対応していくことが必要ではないかと考えています。 私は先週末二つの行事に参加しました。一つは商工観光課主催の「あいしょうジュニア魅力探検隊の発表会」、もう一つは図書館主催の「読書でガチャコン」の表彰式でした。どちらも子どもたちが主体的にいきいきと活動し、それを周囲の大人たちがうまく支えているという共通点がありました。 学ぶということは、本来主体的でなければならないわけで、そのような主体的な学びに至る仕掛けを、学校教育・社会教育双方において巡らしていく必要があると考えます。が、同時に主体的な学びに留まらず、今後の時代を自律して生きる人材の育成にまでつなげ、そうした人材が自身の幸せだけでなく、ウェルビーイングといわれる周囲や社会の幸福の実現にまで力を発揮していくということが大切であると改めて認識したところです。 それでは、本日も限られた時間ではありますが、有意義な会議となりますよう、よろしくお願いいたしまして、開会の挨拶とさせていただきます。  ありがとうございました。それでは本日の議案日程につきましてはお手元に配布の通りでございます。議事進行につきましては教育長よろしくお願いいたします。  ただいまの出席委員は 5 名で定数に達しています。よって令和 5 年愛荘町教育委員会第 3回定例会は成立いたしましたので開会いたします。 最初に議事録の承認です。愛荘町教育委員会議事運営に関する規則第 9 条において、議事録に記載した事項に関して委員中に異議があるときはこれを会議に諮って決定するとされています。令和 4 年第 2 回定例会の議事録について、事務局からあらかじめ配布され確認していただいていると思いますが、議事録についてご異議はございませんか。       【異議なし】  
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教育長         教育次長   教育長     各委員  教育長   各委員  教育長    各委員  教育長      教育次長  

それでは、令和 5 年第 2 回定例会の議事録は承認いただきました。後ほど、委員の皆さんにはご署名をお願いします。 なお、本日の令和 5 年第 3 回定例会の議事録署名も全員で行いますので、よろしくお願いします。 それでは議題に入ります。日程第 1「議案第 5号 愛荘町個人情報保護条例の施行に関する教育委員会規則を廃止する規則について」および日程第 2「議案第 6 号 愛荘町教育委員会個人情報保護事務取扱要領を廃止する訓令について」は関連する議案ですので一括議題とします。事務局より説明をお願いします。  ―議案第 5号･議案第 6号の説明―  ただいま「議案第 5号  愛荘町個人情報保護条例の施行に関する教育委員会規則を廃止する規則について」および「議案第 6 号  愛荘町教育委員会個人情報保護事務取扱要領を廃止する訓令について」の説明がありました。ご質問等ございませんか。      【質疑なし】  質疑がないようですので、これより議案第 5 号を採決いたします。本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。  【異議なし】  ご異議なしと認めます。よって議案第 5号は、原案どおり可決されました。 次に議案第 6号を採決いたします。本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。  【異議なし】  ご異議なしと認めます。 ご異議なしと認めます。よって議案第 6号は、原案どおり可決されました。  続きまして、日程第 3 「議案第 7 号 愛荘町適応指導教室設置運営要綱の一部を改正する告示について」および日程第 4 「議案第 8 号  愛荘町適応指導教室指導員設置要綱の一部を改正する告示について」も関連する議案ですので一括議題とします。事務局より説明をお願いします。  ―議案第 6号・議案 8号の説明―  
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教育長    各委員  教育長   各委員  教育長    各委員  教育長          教育次長  教育長   森委員    教育次長  

ただいま「議案第 7 号 愛荘町適応指導教室設置運営要綱の一部を改正する告示について」および「議案第 8 号 愛荘町適応指導教室指導員設置要綱の一部を改正する告示について」の説明がありました。ご質問等ございませんか。。。。         【質疑なし】  質疑がないようですので、これより議案第 7 号を採決いたします。本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。  【異議なし】  ご異議なしと認めます。 ご異議なしと認めます。よって議案第 7 号は、原案どおり可決されました。 次に議案第 8 号を採決いたします。本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。  【異議なし】  ご異議なしと認めます。 ご異議なしと認めます。よって議案第 8 号は、原案どおり可決されました。 日程第 5 「議案第 9 号 愛荘町公立学校職員服務規程の一部を改正する訓令について」教育長から調整の必要が生じたため議案取り下げについての発議があり、各委員が承認し議案が取り下げられた。  続きまして、日程第 6 「議案第 10号  愛荘町立学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則について」を議題といたします。事務局より説明をお願いします。  ―議案第 10号の説明―  ただいま「議案第 10 号  愛荘町立学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則について」の説明がありました。ご質問等ございませんか。  38 ページ様式第 8 号の 1、39 ページ様式第 8 号の 2のＥ欄の「適応指導教室通所実人数」とありますが、「教育支援ルーム通所実人数」に変更する必要はありませんか。  Ｅ欄は「教育支援ルーム通所実人数」に変更いたします。  
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教育長  各委員  教育長   各委員  教育長     生涯学習課長  教育長    各委員  教育長   各委員  教育長     教育次長  教育長   各委員 

その他ご質問等ございませんか。     【質疑なし】  質疑がないようですので、これより議案第 10号を採決いたします。本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。  【異議なし】  ご異議なしと認めます。よって議案第 10号は、原案どおり可決されました。 続きまして、日程第 7 「議案第 11号  愛荘町みんなで築く生涯学習のまちづくり補助金交付要綱の一部を改正する告示について」を議題といたします。事務局より説明をお願いします。  ―議案第 11号の説明―  ただいま「議案第 11 号  愛荘町みんなで築く生涯学習のまちづくり補助金交付要綱の一部を改正する告示について」の説明がありました。ご質問等ございませんか。  【質疑なし】  質疑がないようですので、これより議案第 11号を採決いたします。本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。  【異議なし】 ご異議なしと認めます。  ご異議なしと認めます。 よって議案 第 11号は原案どおり可決されました。続きまして、日程第 8  「議案 第12号 学校（園）医・歯科医・薬剤師の委嘱について」を議題といたします。事務局より説明をお願いします。  ―議案第 12号の説明―  ただいま「議案 第 12 号 学校（園）医・歯科医・薬剤師の委嘱について」の説明がありました。ご質問等ございませんか。       【質疑なし】 
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教育長   各委員  教育長       各委員  教育長                     教育長   

質疑がないようですので、これより議案第 12号を採決いたします。本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。  【異議なし】  ご異議なしと認めます。よって議案第 12号は、原案どおり可決されました。 続いての議題に入る前に承認第 7 号から承認第 9 号については個人情報に関わる議題となっております。愛荘町教育委員会議事運営に関する規則第 5条の規定により人事に関する事件その他の事件について出席委員の 3分の 2以上の多数で議決した時は、これを公開しないことができるとなっております。この議案については、公開しないことしてよろしいか、お諮りします。  【異議なし】  ご異議なしと認めます。よって承認 7号から承認 9号は非公開といたします。 ●上記の決定により、承認第 7 号から承認第 9 号は非公開とする。  「承認第 7 号 区域外就学の専決処分につき承認を求めることについて」 承認件数    小学生     6 名  中学生     1 名  「承認第 8 号 学区外就学の専決処分につき承認を求めることについて」 承認件数    小学生     1 名  中学生     2 名  「承認第 9 号  要保護および準要保護児童生徒の認定の専決処分につき承認を求めることについて」 承認件数    小学生      3 名 中学生      3 名  以上で、令和 5年第 3回定例会の案件はすべて終了しました。  午後 4時 10 分 閉会 
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